
 　　　　　　　　　春の全国交通安全運動

2０２6年（令和8年）４月号

令和８年１月１日から2月28日まで

交通事故（確定値）

◎人身事故件数 件

◎物件事故件数 件

令和8年1月1日から2月28日まで

電話de詐欺被害（暫定値）

件数 5件

被害額 約3、789万円
（3/19現在）

移動交番だより発行 習志野警察署

地域課 移動交番係
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習志野市内
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① 冷静な判断で電話ｄｅ詐欺を撲滅！

② 家族の絆で電話ｄｅ詐欺を撲滅！

犯人に直接話をさせないことが効果的です。

是非、留守番電話設定にしましょう。

「電話de詐欺」は「電話de対策」

期 間：令和８年４月６日（月）～令和８年４月１５日（水）

スローガン：車から ぼくたちみえない 手をあげよう
運動重点 １通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保

２飲酒運転とながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上

３自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメ

ットの着用促進

春は、こどもの関係する交通事故が増加する傾向にあります。

横断歩道は、歩行者優先です。

歩行者保護「ゼブラストップ」等の徹底により歩行者の安全確保に努めましょう。

令和８年４月１日から、１６歳以上の自転車利用者を対象に自転車の交通違反に対する交

通反則通告制度（いわゆる「青切符」）が導入されました。

交通ルールを再確認して、自転車を安全に利用しましょう。

歩行者の関係する交通事故の多くは、道路を横断中に発生しています。

横断歩道が近くにある道路を横断するときは、横断歩道を渡りましょう。

道路を横断するときは、横断前に必ず左右の安全確認をしましょう。

運転者も歩行者もお互いに交通ルールを守って、交通事故を防止しましょう。

電話やメールで「お金」「キャッシュカード」「ATM」のキーワードが出たら、

まずは詐欺を疑い、慌てず、必ず家族や警察に相談しましょう。

普段から連絡をとって家族の絆を強めましょう。もしものときの相談窓口

（警察・緊急連絡先）を教えてあげましょう。


